
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 時 間 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（解雇予告） （解雇予告）

第１７条 第１５条の規定により時間雇用教職員を 第１７条 第１５条の規定により時間雇用教職員を
解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告し、 解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告し、
又は労基法に定める平均賃金（以下「平均賃金」 又は労基法に定める平均賃金（以下「平均賃金」
という ）の３０日分の解雇予告手当を支払う。 という ）の３０日分の解雇予告手当を支払う。。 。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため
に事業の継続が不可能となった場合又は時間雇用 に事業の継続が不可能となった場合又は時間雇用
教職員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する 教職員の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する
場合において、当該事由について、行政官庁の承 場合において、当該事由について、行政官庁の認
認を受けた場合は、この限りでない。 定を受けた場合は、この限りでない。

（略） （同 左）２ ２
３ ３
（中 略）
（通勤手当） （通勤手当）

第２６条 契約期間が１月以上ある時間雇用教職員 第２６条 契約期間が１月以上ある時間雇用教職員
（法科大学院特別教授・助教授を除く ）には、 （法科大学院特別教授・助教授及び専門職大学院。
給与規程第１８条に定める教職員の例に準じて通 特別教授・助教授を除く ）には、給与規程第１。
勤手当を支給することができる。 ８条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給

することができる。
（中 略）
（職務専念義務免除時間） （職務専念義務免除時間）

第３２条 時間雇用教職員は、次の各号の一に該当 第３２条
する場合には、職務専念義務を免除される。ただ
し、免除された時間は、給与を支払わない。

（略） （同 左）( ) ( )1 1
( ) ( )2 2
( ) 勤務時間内に過半数代表者として協議するこ3

とを承認された場合
（中 略）
（入構禁止又は退出） （出勤禁止又は退勤命令）

第３７条 時間雇用教職員が次の各号の一に該当す 第３７条 時間雇用教職員が次の各号の一に該当す
るときは、その入構を禁止し、又は退出させるこ るときは、その出勤を禁止し、又は退勤を命ずる
とがある。 ことがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし、又はそのおそれの (1) 職場の風紀若しくは秩序をみだし、又はその

あるとき おそれのあるとき
(2) (2)
(3) （略） (3) （同 左）
(4) (4)

２ 前項の規定により入構を禁止させられたときは ２ 前項の規定により出勤を禁止させられたときは
欠勤、所定の終業時刻前に退出させられたときは 欠勤、所定の終業時刻前に退勤を命ぜられたとき
早退として取り扱うものとし 給与を支払わない は早退として取り扱うものとし、給与を支払わな、 。

い。
（中 略）
（年次休暇以外の休暇） （年次休暇以外の休暇）

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教 第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教
職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇 職員（第５号に掲げる場合にあっては、６月以上
を与えるものとする。 の契約期間が定められている者又は６月以上継続

勤務している者に限り、第６号に掲げる場合にあ
っては、６月以上の契約期間が定められている者
又は６月以上継続勤務している者であって、所定
勤務日数が週５日以上で１週間における所定の勤
務時間が２０時間以上の者に限る ）に対して当。
該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものと
する。



改 正 前 改 正 後

（略） （同 左）(1) (1)
(2) (2)
(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関 (3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等 以下本号において 災害等 という の事故等により出勤することが著しく困難であ（ 「 」 。）
により出勤することが著しく困難であると認め ると認められる場合 必要と認められる期間
られる場合 災害等により勤務場所に赴くこと
が著しく困難であると認められる状態となった
日（勤務中若しくは勤務が終了した後その日に
当該状態となった場合（当該状態となった後そ
の日に出勤することを要しない場合に限る ）。
又は勤務時間が定められていない日若しくは全
日にわたり就業規則の規定に基づき職務に専念
する義務が免除されている日に当該状態となっ

、 ）た場合にあっては 当該状態となった日の翌日
から連続する３日の範囲内の期間

(4) （略） (4) （同 左）
(5) 時間雇用教職員の親族（国立大学法人京都
大学教職員の勤務時間 休暇等に関する規程 平、 （
成１６年達示第８３号 以下この号において 勤。 「
務時間等規程」という ）別表第５親族の欄に。

。） 、 、掲げる親族に限る が死亡した場合で 葬儀
服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められ
る行事等のため勤務しないことが相当であると
認められるとき 勤務時間等規程第２７条第１
１号に規定する休暇の例による期間

(6) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維
持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しな
いことが相当であると認められる場合 一の事
業年度の７月から９月までの期間における、休
日を除いて原則として連続する３日の範囲内の
期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害により時間雇
用教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合
で、当該住居の復旧作業等のため勤務しないこ
とが相当であると認められるとき 原則として
連続する７暦日の範囲内の期間

(8) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として
その登録を実施する者に対して登録の申出を行
い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び
兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、
当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等の
ため勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき 必要と認められる期間



改 正 前 改 正 後

２ 次の各号に掲げる場合には 時間雇用教職員 第 ２ 次の各号に掲げる場合には 時間雇用教職員 第、 （ 、 （
７号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期 ６号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期
間が定められている者又は６月以上継続勤務して 間が定められている者又は６月以上継続勤務して
いる者に限り、第８号に掲げる場合にあっては、 いる者であって、所定勤務日数が週５日以上で１
６月以上の契約期間が定められている者又は６月 週間における所定の勤務時間が２０時間以上の者
以上継続勤務している者であって、１週間の所定 に限り、第７号に掲げる場合にあっては、６月以
勤務日数が２日を超える者に限る。ただし、第８ 上の契約期間が定められている者又は６月以上継
号の休暇を取得できる時間雇用教職員の制限につ 続勤務している者であって、１週間の所定勤務日
いては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護 数が２日を超える者に限る。ただし、第７号の休
を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律 暇を取得できる時間雇用教職員の制限について
第７６号。以下第５０条において「育児･介護休 は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
業法」という ）による労使協定がある場合に限 う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７。

。 。 「 」る ）に対して当該各号に掲げる期間の無給の休 ６号 以下第５０条において 育児･介護休業法
暇を与えるものとする。 という ）による労使協定がある場合に限る ）に。 。

対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与え
るものとする。

(1) (1)
（略） （同 左）～ ～

(5) (5)
(6) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として

その登録を実施する者に対して登録の申出を行
い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び
兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、
当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等の
ため勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき 必要と認められる期間

(7) 所定勤務日数が週５日以上であり、１週間に (6) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、そ
おける所定の勤務時間が２０時間以上の時間雇 の勤務しないことがやむを得ないと認められる

（ 。）用教職員が、負傷又は疾病のため療養する必要 場合 第４号及び第５号に掲げる場合を除く
があり、その勤務しないことがやむを得ないと 一の事業年度において１０日の範囲内の期間
認められる場合（第４号及び第５号に掲げる場
合を除く ） 一の事業年度において１０日の。
範囲内の期間

(8) (7)
３ （略） ３ （同 左）
４ ４
（中 略）
（育児・介護休業等） （育児・介護休業等）

第５０条 時間雇用教職員の育児休業、介護休業、 第５０条 時間雇用教職員の育児休業、介護休業、
育児部分休業（育児早退休業は除く ）及び介護 育児部分休業（育児早退休業は除く ）及び介護。 。
部分休業に関する取扱いについては、国立大学法 部分休業に関する取扱いについては、国立大学法
人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規 人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規
程（平成１６年達示第８４号。以下「育児・介護 程（平成１６年達示第８４号。以下「育児・介護
規程」という ）を準用する（第１２条第２項か 規程」という ）を準用する（第１２条第２項か。 。
ら第１４条まで、第１５条第２項、第１７条第２ ら第１４条まで、第１５条第２項、第１７条第２
項、第３２条第２項及び第３９条を除く 。この 項、第２０条の２から第２０条の６まで、第３２。）
場合において 「教職員」とあるのは「時間雇用 条第２項、第３９条及び第４３条の２から第４３、
教職員」と読み替えるほか、別表第７の左欄に掲 条の５までを除く 。この場合において 「教職。） 、
げる育児・介護規程の条の規定は、同表右欄のと 員」とあるのは「時間雇用教職員」と読み替える
おりとする。 ほか、別表第７の左欄に掲げる育児・介護規程の

条の規定は、同表右欄のとおりとする。
（中 略）



改 正 前 改 正 後

（懲戒） （懲戒）
第５２条 時間雇用教職員が次条の規定による懲戒 第５２条
事由に該当する場合は、これに対し次の各号に定

（同 左）
める区分に応じ懲戒することができる。
(1) (1)

（略）～ ～
(4) (4)
(5) 懲戒解雇 行政官庁の認定を受けて、即時に (5) 懲戒解雇 予告期間を設けずに解雇する。

解雇する。
（中 略）
（発明） （発明）

第６６条 時間雇用教職員の発明（特許権、実用新 第６６条 （同左）
案権及び意匠権）の取扱いについては、京都大学
発明規程（平成１６年達示第９６号）による。

第１３章 公益通報者の保護等
（公益通報者の保護等）

第６７条 公益通報者の保護等については、京都大
学における公益通報者の保護等に関する規程（平
成１７年達示第８８号）による。

附 則
この規則は、平成１８年４月１日から施行する。



別表第１ (略)

別表第２

職 種 資格・職務能力 職 務 内 容 その他の事項雇用年齢上限

医師 当該医師又は歯科医師としての業 診療業務 満６３歳 ・当該業務遂行にあたり配分の受け

歯科医師 務の遂行能力がある者 (ただし、大学 た雇用経費にて雇用される場合

が特に認めた に限る

場合は、この限

りでない。)

寄附講座教員 当該講座又は研究部門教員として 当該講座又は研究部門に ・当該講座又は研究部門の継続して

寄附研究部門教員 の業務の遂行能力がある者 おける教育研究に従事す いる間、雇用可能

るほか、本学の定めによ ・当該寄附講座又は寄附研究部門の

り教育研究に支障のない 設置に係る寄附金にて雇用され

範囲内でその他の授業又 る場合に限る

は研究指導を担当する ・選考方法、選考基準は当該講座・

研究部門を置く部局が定める

研究員 次の各要件をすべて満たす者 当該プログラムに係る研 ・当該プログラムの継続している

(科学技術振興) ・１３文科科第４４号通知の各別 究又は教育に従事 間、雇用可能

表における教授・助教授等の教 ・当該科学技術振興調整費の(目)

員、主任研究員又は研究員として 科学技術総合研究委託費にて雇

雇用される者であること 用される場合に限る

・当該研究又は教育の遂行上必要 ・学生、研究生等を除く

な能力を有すると研究代表者等の

所属する部局の長が認めた者

・博士の学位を取得した者、博士

の学位取得が確実な者又は博士の

学位を取得した者に相当する能力

を有すると研究代表者等の所属す

る部局の長が認めた者

産学官連携研究員 次の各要件をすべて満たす者 当該共同研究・受託研究 ・当該共同研究・受託研究の継して

・当該共同研究・受託研究の遂行 に従事 いる間、雇用可能

上必要な能力を有すると研究代 ・当該共同研究・受託研究の受入資

表者等の所属する部局の長が認 金にて雇用される場合に限る

めた者 ・学生、研究生等を除く

・原則として他の職に就いていな

い者

研究員(ＣＯＥ) 次の各要件をすべて満たす者 当該プロジェクトに係る ・当該プロジェクトの継続している

・当該研究の遂行上必要な能力を 研究に従事 間、雇用可能

有すると拠点リーダー、研究代 ・当該研究拠点形成費補助金(研究

表者又は研究担当者等の所属す 拠点形成費)にて雇用される場合

る部局の長が認めた者 に限る

・博士の学位を取得した者、博士 ・学生、研究生等を除く

研究員(科学研究) の学位取得が確実な者又は博士 ・当該プロジェクトの継続している

の学位を取得した者に相当する 間、雇用可能

能力を有すると拠点リーダー、 ・当該科学研究費補助金の直接経費

研究代表者又は研究担当者等の にて雇用される場合に限る

所属する部局の長が認めた者 ・学生、研究生等を除く

研究員 ・原則として他の職に就いていな ・当該寄附金にて雇用される場合に

(学術研究奨励) い者 限る

・寄附講座・寄附研究部門に係るも

のは除く

・学生、研究生等を除く

研究員 ・当該プロジェクトの継続している

(特別教育研究) 間、雇用可能

・当該特別教育研究経費にて雇用さ

れる場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員 ・当該プロジェクトの継続している



(改革推進) 間、雇用可能

・当該大学改革推進経費にて雇用さ

れる場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(ＮＥＤＯ) ・当該プロジェクトの継続している

間、雇用可能

・当該独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構産業技術

研究助成金にて雇用される場合

に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(ＪＳＰＳ) ・当該プロジェクトの継続している

間、雇用可能

・当該独立行政法人日本学術振興会

｢魅力ある大学院教育｣イニシア

ティブ事業助成金にて雇用され

る場合に限る

・学生、研究生等を除く

（ 略 ）

別表第３

職 種 資格・職務能力 職 務 内 容 その他の事項雇用年齢上限

講師 当該授業担当の遂行上必要な能力 ・カリキュラムにおける 特に無し ・当該業務遂行にあたり配分の受け

を有する者又は学生の研究指導能 授業を担当する た雇用経費にて雇用される場合

力がある者 ・学生の研究指導を行う に限る

講師 次の各要件をすべて満たす者 当該研究プロジェクトを 満６３歳 ・当該非常勤研究員経費､｢大学院教

(研究機関研究員) ・博士の学位を取得した者又は博 推進するため、一定の職 (ただし、大学 育充実支援経費｣(ベンチャー・ビ

講師 士の学位取得が確実な者。(人 務を分担し研究に従事 が特に認めた ジネス・ラボラトリー経費)又は

(中核的研究機関 文・社会科学の分野にあって 場合は、この限 研究拠点形成費補助金(研究拠点

研究員) は、博士の学位を取得した者に りでない。) 形成費)にて雇用される場合に限

相当する能力を有すると認めら る

れた者を含む。) ・研究拠点形成費補助金(研究拠点

・他に常勤の職等に就いていない 形成費)にて雇用される場合は、

者 大学が特に認めた場合に限る

・大学院生、研究生、教育、研究指

導を受けている者は除く

・採用の選考は、当該部局が定める

選考基準に基づき、当該部局にお

ける人事選考の会議を経て行う

・任用の通算期間は原則として２年

以内とする。ただし、やむをえな

い場合であっても３年を限度と

する

・勤務時間は１週間あたり２０時間

を越えない範囲

ティーチング・アシ 大学院に在籍する優秀な学生 学部学生、修士課程学生 ─── ・当該ティーチング・アシスタント

スタント に対し、教育的効果を高 経費、研究拠点形成費補助金（研

めるため、実験、実習、 究拠点形成費及び若手研究者養

演習等の教育補助業務に 成費）又は大学改革推進経費にて

あたる 雇用される場合に限る

・選考基準は当該研究科が定める

・勤務時間は月４０時間(週１０時間

程度)以内



リサーチ・アシスタ 将来、研究者となる意欲と優れた 研究プロジェクト等を効 ─── ・当該リサーチ・アシスタント経

ント 能力を有する大学院博士後期課程 果的に推進するため、研 費、研究拠点形成費補助金(研究

に在学する学生 究補助者として従事し、 拠点形成費又は若手研究者養成

当該研究活動に必要な補 費)、科学技術振興調整費又は大学

助業務を行う 改革推進経費にて雇用される場

合に限る

・選考基準は当該部局が定める

・勤務時間は原則として週２０時間

以内とする。

１人あたりの採用時間は、週２０

時間程度を上限とし、通算２００

時間程度以上を標準とする(年度

途中採用者の通算時間数は前任

者と通算)

法科大学院特別 法科大学院において実務基礎教育 法科大学院(法学研究科 満６３歳 ・任期については、法科大学院の定

教授 を実施するため特に必要となる高 法曹養成専攻)における (ただし、大学 めによる

法科大学院特別 度専門職業人 教授又は助教授の職務に が特に認めた

助教授 従事 場合は、この限

りでない。)

専門職大学院特別 専門職大学院（法科大学院を除 専門職大学院（法科大学 ・任期については、当該専門職大学

教授 く ）において実務基礎教育を実施 院を除く ）における教授 院の定めによる。 。

専門職大学院特別 するため特に必要となる高度専門 又は助教授の職務に従事

助教授 職業人

別表第４ （略）

別表第５ （略）

別表第６

職 名 時 間 給 額

講師 学外者 (時間給)

大学卒（新大卒）後の経験年数が20年以上 5,660円

大学卒（新大卒）後の経験年数が9年以上20年未満 4,420円

大学卒（新大卒）後の経験年数が9年未満 3,440円

講師(研究機関研究員) (時間給) 3,900円

講師(中核的研究機関研究員)

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ･ｱｼｽﾀﾝﾄ 修士課程学生(時間給) 1,200円

ﾘｻｰﾁ･ｱｼｽﾀﾝﾄ 博士後期課程学生(医学研究科においては、博士課程学生を含む)(時間給)1,400円

法科大学院特別教授 法科大学院特別教授（時間給） 6,250円

法科大学院特別助教授 法科大学院特別助教授（時間給） 3,750円

専門職大学院特別教授 6,250円

専門職大学院特別助教授 3,750円

別表第７

育児・介護 適用する規定

規程の規定

（略）

第２７条 第２７条 前条の請求は、次の各号の一に該当する時間雇用教職員は、これを行うことができない。

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の１６歳以上の同居の家族

(育児休業 ・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２条第５号の家族をいう。以下、

同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該時間雇用教職員

イ～ハ （略）

(2)～(4) （略）

（略）


